
 第９号議案  

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３９年亀岡

市条例第４８号）の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。  

 

   令和４年１１月２８日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

一部を改正する条例  

 

第１条  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３９

年亀岡市条例第４８号）の一部を次のように改正する。  

 第８条第２項中「１２月に支給する場合においては１００分の

１６２．５」を「１２月に支給する場合においては１００分の   

１６７．５」に改める。  

第２条  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次

のように改正する。  

 第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の   

１ ６ ５ 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の １ ６ ７ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の     

１６５」に改める。  

 

   附  則  

 

 （施行期日等）  
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１  この条例は、公布の日から施行し、令和４年１２月１日から適

用する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行す

る。  

 （給与の内払）  

２  この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例の規定に基づいて、令和４年１２月１日からこの条例の

施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改

正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定によ

る給与の内払とみなす。  
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特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の

一部を改正する条例案要綱  

 

 

１  国の給与改定措置に準じ、市長等及び教育長の期末手当の支給

割合を年間０．０５月分引き上げること。  

ア  令和４年１２月支給の期末手当の支給割合を次のとおりとす

ること。  

支給月  改正前  改正後  

１２月  １．６２５月分  １．６７５月分  

 

イ  令和５年度からの期末手当の支給割合を次のとおりとするこ

と。  

支給月  改正前  改正後  

６月  １．６２５月分  １．６５０月分  

１２月  １．６７５月分  １．６５０月分  

合計  ３．３０月分  ３．３０月分  

 

２  この条例は、公布の日から施行し、令和４年１２月１日から適

用すること。ただし、１のイの改正については、令和５年４月１

日から施行すること。  
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